
長崎県医療ソーシャルワーカー協会細則 

 

（目 的） 

第１条 この細則は規約第２６条により会務を行なうために必要な事項を定 

める。 

（総会の招集） 

第２条 総会の招集は、事前に会議の日程、議事その他必要な事項を全員に 

通知するものとする。 

（会務の分担） 

第３条 本会に次の係を置く。 

    （１）事務局 本会の事務所として、会員の入退会に関すること、会

員・関係機関との連絡調整、各係間の会務調整に関す

ること 

（２）企 画 例会その他本会の運営に必要な企画。 

（３）研 修 会員の教育、調査、研究に関すること及び九州協議会 

研修部会との連絡調整に関すること。 

（４）広 報 会誌、事例集、編集発行など医療ソーシャルワークの 

           普及啓発に関すること。 

（５）会 計 会計に関すること。 

  ２．前項の各係の責任者は担当理事とし、責任者相互またはその係内にお

いて、適宜、連絡会議を開くことができる。 

（会 計） 

第４条 会計は別に定めた『会計規定』に則り運用する。 

 

（役員選出） 

第７条 理事及び監事は、立候補のあった者を総会により信任を問い、選出 

する。 

２．立候補者が役員の定数を超える場合は、選挙を行なう。 

３．信任を受けた者が定数に満たない場合は、必要な役員を選挙によって 

  選出する。 

（細則の改廃） 

第８条 本細則を改廃するには理事会において３分の２以上の議決がなけれ 

ばならない。 

 



（細則の施行） 

第９条 本細則は、理事会において承認された日から施行する。 

 

昭和３８年 ５月１５日 

昭和５２年 ４月２３日改正 

昭和５３年 ４月 １日改正 

昭和５９年 ４月 １日改正 

昭和６０年 ４月 １日改正 

昭和６３年 ４月 １日改正 

平成 元年 ４月２７日改正 

平成 ３年 ４月２７日改正 

平成 ６年 ５月２８日改正 

平成１２年 ６月 ３日改正 

平成２２年 ６月 ６日改正 

平成２６年 １月１６日改正 

平成２８年 ５月２３日改正 


